
盛土規制法説明会
（正式名称：「宅地造成及び特定盛土等規制法」）

※盛土規制法に基づく規制区域を、長崎県全域に指定し、

許可等の運用を令和７年５月２３日から開始します。

長崎県 土木部 盛土対策室
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国土交通省資料から引用

重要なポイント

１．盛土規制法の背景･必要性
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2.盛土規制法の要点 ①スキマのない規制
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2.盛土規制法の要点 ②盛土等の安全性の確保

国土交通省作成パンフレットから引用加工
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603829.pdf

土地の形質の変更 一時的な土石の堆積
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国土交通省資料から引用

③

④

２．盛土規制法の要点（③責任の所在の明確化、④実効性のある罰則の措置）
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規制区域（案）

※県内全ての地域を「宅地造成等工
事規制区域」若しくは「特定盛土等
規制区域」として指定します。
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３．規制対象となる盛土等について

「測量法に基づく国土地理院⾧承認（複製）R 6JHf 121」「本製品を複製する場合には、国土地理院の⾧の承認を得なければならない。」
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【許可及び届出を要しない工事】

・公共施設用地（道路、公園、河川、砂防設備、地方公共団体が管理する学校、緑地他

・災害の発生のおそれがないと認められる工事等（他法令で担保される工事等）

・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為（通常の生産活動並びにほ場

管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充

（営農行為の範疇に含まれるか否かについては、所在地の農地担当部局（各市町村の

農業委員会事務局等）に対して許可申請前に相談を行ってください。【調整中】



9国土交通省資料から引用加工

許可に係るもの



10

記載する事項（省令第87条）
①工事主の氏名等
②許可年月日・許可番号（届出年月日）
③工事施行者の氏名等
④現場管理者の氏名等
⑤盛土・切土の高さ、土石の堆積の最大高さ
⑥盛土・切土、土石の堆積の面積
⑦盛土、切土の土量、土石の堆積の最大堆積土量
⑧着手予定年月日及び完了予定年月日
⑨工事関係者の連絡先
⑩県の担当部局名称及び連絡先
⑪土地の区域の見取図



国土交通省資料から引用

（法第２１条、４０条）

規制区域の指定時に、現に規制区域内で行われている規制対象工事（一定規模以上の
盛土・切土・土石の堆積）の工事主は、区域指定から２１日以内に、知事に工事内容
等を届出する必要がある。（法第２１条、４０条）
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（⾧崎市・佐世保市）

■届出すべき内容 ■届出が必要となる工事の規模

11

4.施工中の工事（既着手工事）の届出について

（R7.5.23指定）



〇最後に

盛土規制法に基づく規制区域を、長崎県全域に指定し、

許可等の運用を令和７年５月２３日から開始します。

盛土規制法に関する問い合せ先は、以下のとおりです。（令和６年度）

◆長崎市の区域・・・・・長崎市 建築指導課 095-829-1176

◆佐世保市の区域・・・・佐世保市 建築指導課 0956-24-1111 （2848）

◆その他の市町の区域・・・長崎県 土木部 盛土対策室

095-894-3133

《県盛土対策室HP》
https://www.pref.nagasaki.jp/section/morido/
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